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１　人権教育の意義・目的

人権教育とは、人権教育・啓発推進法では「人権尊重の精神の涵養を目的とする教

育活動」と定義されており、その基本理念において、「国民が、その発達段階に応じ、

人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう」行うことが

求められています。すなわち、人権教育は、基本的人権の尊重の精神が正しく身に付

くよう、地域の実情を踏まえつつ、学校教育及び社会教育を通じて行われる教育活動と

なります。

このため、学校教育では、幼稚園等、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校

等の教育目的や目標の実現を目指して、自ら学び自ら考える力や豊かな人間性などを

培う教育を組織的・計画的に行っていく中で、幼児・児童・生徒・学生の発達段階に

応じた人権尊重の意識を高める教育を行っていく必要があります。

また、社会教育では、生涯学習の視点に立って、青少年のみならず、幼児から高齢

者までを対象に多様な学習の機会や場所を提供していく中で、人権尊重の意識を高め

る教育を行っていく必要があります。

こうした学校教育及び社会教育における人権教育によって、人々が、自らの権利を

行使することの意義や他者に対して公正・公平であり、その人権を尊重することの必

要性、様々な課題などについて学び、人権尊重の精神を生活の中に生かしていくこと

が求められています。

２　人権啓発の意義・目的

人権啓発とは、人権教育・啓発推進法では「国民の間に人権尊重の理念を普及させ、

及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権

教育を除く。）」と定義されており、人権教育と同様、その基本理念において、「国民

が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することが

できるよう」行うことが求められています。すなわち、広く県民の間に、人権尊重
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